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○
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
法
律
第
七
十
六

号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で

略

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
十
一
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
項

及
び
第
十
三
条
第
四
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
項
中
「
第
二
十
七
条
の
二
」
を
「
第
二
十
七

条
」
に
改
め
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
十
八
条

施
行
日
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場

合
に
は
、
こ
の
法
律
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
改
正
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
改
正
規
定

第
二
十
六
条
中

第
二
十
六
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
二
十
七
条
の

二
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
中

第
二
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定

第
二
十
七
条
の
二
中
「
第
二

第
二
十
七
条
の
二
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十

及
び
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す

十
四
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十

七
条
の
三
を
第
二
十
七
条
の
二
と
し
、
第
二
十
七
条

る
改
正
規
定

二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条

の
四
を
第
二
十
七
条
の
三
と
す
る
。

を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
五
中
「
第
二
十
四
条
第
二
号
」
を

「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

七
条
の
四
と
す
る
。
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第
二
十
七
条
の
六
中
「
第
二
十
四
条
第
三
号
」
を

「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

七
条
の
五
と
す
る
。

第
五
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定

第
五
十
四
条
の
二
中

第
五
十
四
条
の
三
中

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
十
五
条
の
う
ち
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
二
条
第
十
一
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
の
表
地
方
教
育
行
政
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
項
の
改
正
規
定
中
「
「
第
二
十
七
条
の
二
」
を
「
第
二
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
「
第
二

十
七
条
の
六
」
を
「
第
二
十
七
条
の
五
」
と
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


